
各種期限の延長について 

在校生の方                                                     

教習や検定、仮免許証の有効期限について、延長の特例がございます。 

○教習期限・検定期限については 臨時休業期間の日数 

○仮免期限については 緊急事態期間の日数 

※仮免期限の延長に関しては期限が切迫している場合のみとなり、必要な方は有効期限内  

に、ご自身で最寄の警察署にてお手続きをしていただく事となります。 

 

卒業生の方                                                     

卒業証明書の有効期限についても、期限が切迫している場合は期間除外の対象となります

が、事前に必ず、有効期限内に住所地の運転免許試験場へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


